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本
年
八
月
で
、
内
閣
同
和
対
策
審
議
会
答
申
が
出
さ
れ
て
四
〇
年
に
な
る
。
こ
の
機
会
に
、
「
答
申
」
　
の
中
で
、
今
後
と
も
活
用
で
き
る
点
を
「
答
申
」
の
章

立
て
来
そ
っ
て
具
体
的
に
検
討
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
「
答
申
」
の
間
蓮
点
や
時
代
的
限
界
を
補
う
新
た
な
国
内
的
国
際
的
動
向
を
紹
介
し
、
最
後
に
、
部
落
差

別
撤
廃
に
向
け
た
今
後
の
課
題
を
提
起
し
た
。

l
　
「
同
対
審
答
申
」
四
〇
年

本
年
八
月
一
一
日
で
、
内
閣
同
和
対
策
審
議
会
答
申
（
以
下
「
同

対
審
答
申
」
ま
た
は
「
答
申
」
と
略
）
が
出
さ
れ
て
四
〇
年
に
な
る
。

こ
の
間
、
一
九
六
九
年
七
月
一
一
日
に
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置

法
が
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
三
月
三
一
日
に
地
域
改
善
対
策
特

定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
期
限

切
れ
を
迎
え
る
ま
で
、
三
三
年
間
に
わ
た
っ
て
「
特
別
措
置
法
」

が
施
行
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
結
果
、
住
環
境
面
の
改
善
を
中
心
に
、

部
落
差
別
の
実
態
は
一
定
改
善
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

部
落
差
別
は
撤
廃
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
住
環
境
面
の
改
善
と

て
、
実
施
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
部
落
が
あ
る
　
（
「
未
指
定
地
区
」
問

題
）
　
し
、
早
い
時
期
に
実
施
さ
れ
た
事
業
で
改
良
さ
れ
た
住
宅
等

は
老
朽
化
し
現
在
の
水
準
に
合
わ
な
く
な
り
、
建
て
替
え
や
大
幅

な
改
修
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
部
落
の
生
活
や
教
育
」
産
業

や
就
労
の
実
態
を
見
た
と
き
、
依
然
深
刻
な
状
況
が
あ
る
。
結
婚

や
就
職
を
め
ぐ
る
差
別
事
件
は
、
根
絶
さ
れ
て
い
な
い
し
、
差
別

落
書
き
や
投
書
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
差
別
書
き
込
み
は
悪
質

化
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
背
後
に
は
、
改
善
さ
れ
て
き
た
と
は
い
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え
根
深
い
差
別
意
識
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
今
日
的
な

部
落
差
別
の
実
態
を
見
た
と
き
、
「
特
別
措
置
法
」
　
の
終
了
が
、

部
落
差
別
の
撤
廃
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
、
部
落
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
の
　
「
特
別
措
置
法
」
を
使
っ
た

手
法
の
終
了
を
意
味
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

一
方
、
「
答
申
」
が
出
さ
れ
て
以
降
、
日
本
は
国
連
が
採
択
し
た

人
権
関
係
諸
条
約
を
締
結
し
、
地
方
分
権
の
流
れ
も
急
速
に
進
行

し
て
き
て
い
る
。
か
く
し
て
、
部
落
差
別
の
撤
廃
に
向
け
た
新
た

な
方
向
が
明
確
に
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
取
り
組
み
が
求
め
ら

れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
「
答
申
」
　
の
評
価
、
活
用
で
き
る
点
と

問
題
点
、
そ
の
後
の
新
た
な
動
向
、
今
後
の
課
題
を
検
討
す
る
。

二
　
「
同
対
審
答
申
」
で
評
価
・
活
用
で
き
る
点

「
同
対
審
答
申
」
は
、
「
前
文
」
、
「
第
一
部
　
同
和
問
題
の
認
識
」
、

「
第
二
部
　
同
和
対
策
の
経
過
」
、
「
第
三
部
　
同
和
対
策
の
具
体

案
」
、
「
結
語
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
、
評
価
、
活
用

で
き
る
点
と
し
て
は
、
以
下
の
諸
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
　
「
前
文
」
と
「
第
一
部
」
で
評
価
・
活
用
で
き
る
点

「
答
申
」
の
「
前
文
」
と
「
第
一
部
　
同
和
問
題
の
認
識
」
は
、

同
和
問
題
の
本
質
や
概
観
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
重
要
な
箇

所
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
以
下
の
諸
点
は
評
価
、
活
用
で
き
る
。

（
1
）
　
同
和
問
題
の
解
決
の
重
要
性
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、

社
会
一
般
に
広
く
存
在
し
て
い
た
「
部
落
責
任
論
」
を
否
定
し
、

部
落
問
題
の
解
決
が
国
の
責
務
で
あ
る
と
同
時
に
国
民
的
課
題

で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
。

い
う
ま
で
も
な
く
同
和
問
題
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
る
人
間
の

自
由
と
平
等
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
に
か
か
わ
る
課
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
，

審
議
会
は
こ
れ
を
未
解
決
に
放
置
す
る
こ
と
は
断
じ
て
許
さ
れ
な

い
こ
と
で
あ
り
，
そ
の
早
急
な
解
決
こ
そ
国
の
責
務
で
あ
り
．
同

時
に
国
民
的
課
題
で
あ
る
　
（
「
前
文
」
よ
り
）

（
2
）
　
部
落
差
別
が
「
身
分
差
別
」
　
に
起
因
す
る
問
題
で
あ
る
こ

と
を
明
確
に
し
た
点
。

い
わ
ゆ
る
同
和
問
題
と
は
、
日
本
社
会
の
歴
史
的
発
展
の
過
程
に

お
い
て
形
成
さ
れ
た
身
分
階
層
構
造
に
基
づ
く
差
別
に
よ
り
、
日

本
国
民
の
一
部
の
集
団
が
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
に
低
位
の

状
態
に
お
か
れ
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
、
な
お
い
ち
じ
る
し
く

基
本
的
人
権
を
侵
害
さ
れ
、
と
く
に
、
近
代
社
会
の
原
理
と
し
て

何
人
に
も
保
障
さ
れ
て
い
る
市
民
的
権
利
と
自
由
を
完
全
に
保
障

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
、
も
っ
と
も
深
刻
に
し
て
重
大
な
社
会
問

題
で
あ
る
。
（
「
第
一
部
」
　
の
　
「
一
同
和
問
題
の
本
質
」
よ
り
）

（
3
）
市
民
的
権
利
と
り
わ
け
就
職
の
機
会
均
等
が
同
和
地
区
住

部落解放研究N山632005．4
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民
に
は
完
全
に
保
障
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
、
近
代
社
会
の

部
落
差
別
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
歴
史
的
に
見
て
も
同
和
地
区

住
民
を
主
要
産
業
の
生
産
過
程
か
ら
疎
外
し
て
き
た
こ
と
、
現

在
世
界
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
で
い
え
ば
、
「
周
縁
化
す

る
　
（
m
a
r
g
i
ロ
a
－
－
z
e
）
」
　
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
社
会
の
部
落
差
別

を
生
み
出
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
。

近
代
社
会
に
お
け
る
部
落
差
別
と
は
、
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
、
市

民
的
権
利
、
自
由
の
侵
害
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
市
民
的
権
利
、
自

由
と
は
、
職
業
選
択
の
自
由
、
教
育
の
機
会
均
等
を
保
障
さ
れ
る

権
利
、
居
住
お
よ
び
移
転
の
自
由
、
結
婚
の
自
由
な
ど
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
権
利
と
自
由
が
同
和
地
区
住
民
に
た
い
し
て
は
完
全
に

保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
差
別
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
市
民

的
権
利
と
自
由
の
う
ち
、
職
業
選
択
の
自
由
、
す
な
わ
ち
就
職
の

機
会
均
等
が
完
全
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
特
に
重
大
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
を
か
え
り
み
て
も
、
同
和
地
区
住
民
が
そ

の
時
代
に
お
け
る
主
要
産
業
の
生
産
過
程
か
ら
疎
外
さ
れ
、
賎
業

と
さ
れ
る
雑
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
社
会
的
地
位
の
上
昇
と

解
放
へ
の
道
を
阻
む
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
現

代
社
会
に
お
い
て
も
変
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
同
上
）

（
4
）
　
同
和
問
題
解
決
の
中
心
的
課
題
が
就
職
と
教
育
の
機
会
均

等
の
完
全
な
保
障
と
主
要
な
産
業
の
生
産
過
程
へ
の
導
入
、
現

在
世
界
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
で
い
え
ば
、
「
社
会
的
包

摂
　
（
s
O
C
i
a
〓
n
c
】
u
s
i
O
已
」
に
あ
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
点
。

し
た
が
っ
て
、
同
和
地
区
住
民
に
就
職
と
教
育
の
機
会
均
等
を
完

全
に
保
障
し
、
同
和
地
区
に
滞
溜
す
る
停
滞
的
過
剰
人
口
を
近
代

的
な
主
要
産
業
の
生
産
過
程
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
生
活
の
安

定
と
地
位
の
向
上
を
は
か
る
こ
と
が
、
同
和
問
題
解
決
の
中
心
的

課
題
で
あ
る
。
（
同
上
）

（
5
）
　
同
和
問
題
を
存
続
さ
せ
、
部
落
差
別
を
支
え
て
い
る
歴
史

的
社
会
的
根
拠
を
指
摘
し
た
点
。

わ
が
国
の
産
業
経
済
は
、
「
二
重
構
造
」
と
い
わ
れ
る
構
造
的
特

質
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
は
先
進
国
な
み
の
発
展

し
た
近
代
的
大
企
業
が
あ
り
、
他
方
に
は
後
進
国
な
み
の
遅
れ
た

中
小
企
業
や
零
細
経
営
の
農
業
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
領
域
の
あ

い
だ
に
は
質
的
な
断
層
が
あ
り
、
頂
点
の
大
企
業
と
底
辺
の
零
細

企
業
と
に
は
大
き
な
格
差
が
あ
る
。
／
な
か
で
も
、
同
和
地
区
の

産
業
経
済
は
そ
の
最
底
辺
を
形
成
し
、
わ
が
国
経
済
の
発
展
か
ら

と
り
残
さ
れ
た
非
近
代
的
部
門
を
形
成
し
て
い
る
。
／
こ
の
よ
う

な
経
済
構
造
の
特
質
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
社
会
構
造
に
反
映

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
社
会
は
、
一
面
で
は
近
代
的

な
市
民
社
会
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
、
他
面
で
は
、
前
近
代
的

な
身
分
社
会
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
今
日
な
お
古
い
伝
統
的
な

共
同
体
関
係
が
生
き
残
っ
て
お
り
、
人
々
は
個
人
と
し
て
完
全
に

独
立
し
て
お
ら
ず
、
伝
統
や
慣
習
に
束
縛
さ
れ
て
、
自
由
な
意
志
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．
で
行
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
／
ま
た
、
封
建
的
な
身

分
階
層
秩
序
が
残
存
し
て
お
り
、
家
父
長
制
的
な
家
族
関
係
、
家

柄
や
格
式
が
尊
重
さ
れ
る
村
落
の
風
習
、
各
種
団
体
の
派
閥
に
お

け
る
親
分
子
分
の
結
合
な
ど
、
社
会
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
身
分
の

上
下
と
支
配
服
従
の
関
係
が
み
ら
れ
る
。
／
さ
ら
に
、
ま
た
、
精

神
、
文
化
の
分
野
で
も
昔
な
が
ら
の
迷
信
、
非
合
理
的
な
偏
見
、

前
時
代
的
な
意
識
な
ど
が
根
づ
よ
く
生
き
残
っ
て
お
り
、
特
異
の

精
神
風
土
と
民
族
的
性
格
を
形
成
し
て
い
る
。
／
こ
の
よ
う
な
わ

が
国
の
社
会
、
経
済
、
文
化
体
制
こ
そ
、
同
和
問
題
を
存
続
さ
せ
、

部
落
差
別
を
支
え
て
い
る
歴
史
的
社
会
的
根
拠
で
あ
る
。
（
同
上
）

（
6
）
　
部
落
問
題
は
主
観
を
超
え
た
客
観
的
事
実
に
基
づ
く
問
題

だ
と
し
て
、
永
久
に
解
決
し
な
い
と
い
う
考
え
や
寝
た
子
を
起

こ
す
な
式
の
考
え
を
否
定
し
た
点
。

こ
の
間
題
の
存
在
は
、
主
観
を
こ
え
た
客
観
的
事
実
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
。
／
同
和
問
題
も
ま
た
、
す
べ
て
の
社
会
事
象
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、
人
間
社
会
の
歴
史
的
発
展
の
一
定
の
段
階
に
お

い
て
発
生
し
、
成
長
し
、
消
滅
す
る
歴
史
的
現
象
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
／
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
時
代
が
こ
よ
う
と
、
ど
の
よ
う

に
社
会
が
変
化
し
よ
う
と
、
同
和
問
題
が
解
決
す
る
こ
と
は
永
久

に
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
の
は
安
当
で
な
い
。
ま
た
、
「
寝
た
子

を
お
こ
す
な
」
式
の
考
え
で
、
同
和
問
題
は
こ
の
ま
ま
放
置
し
て

お
け
ば
社
会
進
化
に
と
も
な
い
い
つ
と
は
な
く
解
消
す
る
と
主
張

す
る
こ
と
に
も
同
意
で
き
な
い
。
（
同
上
）

（
7
）
同
和
地
区
と
一
般
低
所
得
地
区
と
の
相
違
点
を
明
確
に
し
、

部
落
差
別
を
存
続
さ
せ
て
い
る
社
会
体
制
を
指
摘
し
た
点
。

同
和
地
区
が
し
ば
し
ば
一
般
低
所
得
地
区
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
正
し
い
認
識
で
は
な
い
。
一
般
の

低
所
得
地
区
と
異
な
る
の
は
、
部
落
差
別
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
こ
に
居
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
住
む
こ
と

に
よ
っ
て
生
活
的
活
動
に
制
限
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
地
区
に
よ
っ
て
は
、
行
政
の
対
象
か
ら
も
除
外
さ
れ
る
現

実
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結

論
は
、
部
落
差
別
の
実
態
が
、
生
活
条
件
の
劣
悪
さ
を
誘
致
し
、

環
境
の
悪
化
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
部
落
差
別
の
解

消
は
、
偏
見
を
も
た
ら
す
因
襲
や
伝
続
を
観
念
的
に
と
り
あ
げ
た

だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
。
そ
れ
を
存
続
さ
せ
る
の
は
、
社
会
体

制
の
な
か
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
。
（
「
第
一

部
」
　
の
「
二
　
同
和
問
題
の
概
観
」
よ
り
）

2
　
「
第
二
部
」
　
で
評
価
・
活
用
で
き
る
点

「
答
申
」
　
の
　
「
第
二
部
　
同
和
対
策
の
経
過
」
　
で
は
、
明
治
維

新
に
よ
る
「
解
放
令
」
が
出
さ
れ
て
か
ら
、
「
答
申
」
　
が
出
さ
れ

る
ま
で
の
、
政
府
や
民
間
団
体
に
よ
る
部
落
差
別
撤
廃
に
向
け
た

取
り
組
み
の
稔
括
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
評
価
で
き
、
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今
後
と
も
活
用
で
き
る
の
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

（
1
）
　
こ
れ
ま
で
の
政
府
に
よ
る
同
和
対
策
が
、
同
和
地
区
住
民

の
大
衆
的
な
運
動
に
刺
激
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
。

政
府
が
同
和
問
題
の
重
要
性
を
認
識
す
る
に
至
っ
た
契
機
は
、
米

騒
動
と
水
平
社
運
動
の
勃
興
で
あ
っ
た
。
ま
た
明
治
時
代
か
ら
現

代
に
至
る
ま
で
二
貢
し
て
、
政
府
の
同
和
対
策
は
多
分
に
切
実
な

要
求
と
深
刻
な
苦
悩
に
根
ざ
す
同
和
地
区
住
民
の
大
衆
的
な
運
動

に
刺
激
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
の
宥
和
の
手
段
と
し
て
行

な
わ
れ
た
場
合
が
多
か
っ
た
。
（
「
第
二
部
」
　
の
　
「
三
　
現
在
の
同

和
対
策
と
そ
の
評
価
」
よ
り
）

（
2
）
　
こ
れ
ま
で
の
政
府
に
よ
る
同
和
対
策
は
応
急
的
な
も
の
に

と
ど
ま
り
、
総
合
性
に
欠
け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
点
。

従
来
、
政
府
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
同
和
対
策
と
し
て
の
具
体
的

な
行
政
施
策
は
、
応
急
的
で
あ
っ
て
、
長
期
の
目
標
に
基
づ
く
計

画
性
と
複
雑
多
岐
な
側
面
を
持
つ
同
和
問
題
に
即
応
す
る
稔
合
性

と
に
欠
け
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
行
政
施

策
の
欠
点
は
、
い
わ
ゆ
る
縦
割
行
政
の
弊
害
か
ら
生
ず
る
だ
け
で

は
な
く
、
同
和
問
題
の
根
本
的
解
決
に
対
す
る
政
府
の
姿
勢
そ
の

も
の
に
問
題
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
同
上
）

（
3
）
同
和
対
策
を
国
の
基
本
政
策
の
中
に
位
置
づ
け
、
す
べ
て

の
行
政
組
織
が
同
和
問
題
解
決
に
取
り
組
む
た
め
の
態
勢
整
備

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
。

現
段
階
に
お
い
て
も
、
同
和
対
策
は
一
般
行
政
に
比
し
複
雑
困
難

な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
の
感
が
あ
る
が
、
そ
の
正
し
い

位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
差
別
的
な
特
殊
行
政
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
国
の
基

本
政
策
の
中
に
同
和
対
策
を
明
確
に
位
置
づ
け
、
行
政
組
織
の
す

べ
て
の
機
関
が
直
接
間
接
に
同
和
問
題
の
抜
本
的
解
決
を
促
進
す

る
た
め
機
能
す
る
よ
う
な
態
勢
を
整
備
し
確
立
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
（
同
上
）

（
4
）
　
同
和
行
政
は
、
地
区
住
民
の
自
主
的
な
運
動
と
緊
密
な
調

和
を
保
ち
、
地
区
の
特
殊
性
に
即
応
し
た
総
合
的
計
画
的
施
策

と
し
て
実
施
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
。

同
和
問
題
の
根
本
的
解
決
を
目
標
と
す
る
行
政
の
方
向
と
し
て
は
、

地
区
住
民
の
自
発
的
意
志
に
基
づ
く
自
主
的
運
動
と
緊
密
な
調
和

を
保
ち
、
地
区
の
特
殊
性
に
即
応
し
た
総
合
的
な
計
画
性
を
も
っ

た
諸
施
策
を
積
極
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
同
上
）

3
　
「
第
≡
部
」
　
で
評
価
・
活
用
で
き
る
点

「
答
申
」
　
の
　
「
第
三
部
　
同
和
対
策
の
具
体
案
」
　
で
は
、
同
和

行
政
の
定
義
、
総
合
行
政
と
し
て
の
同
和
行
政
の
必
要
性
を
明
ら

か
に
し
、
生
活
環
境
の
改
善
、
社
会
福
祉
の
充
実
、
産
業
職
業
の

安
定
、
教
育
文
化
の
向
上
お
よ
び
基
本
的
人
権
の
擁
護
等
、
各
分
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野
ご
と
に
基
本
方
針
と
具
体
的
方
策
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
な
か

で
評
価
で
き
、
今
後
活
用
で
き
る
の
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

（
1
）
　
同
和
行
政
は
日
本
国
憲
法
に
基
づ
く
も
の
で
、
部
落
差
別

が
現
存
す
る
限
り
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
点
。

こ
れ
ま
で
の
同
和
対
策
は
、
明
治
維
新
の
際
の
太
政
官
布
告
を
拠

り
ど
こ
ろ
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
無
視
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
意
義
を
も
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
現
時
点
に

お
け
る
同
和
対
策
は
、
日
本
国
憲
法
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
よ
り
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の

点
で
は
同
和
行
政
は
、
基
本
的
に
は
国
の
責
任
に
お
い
て
当
然
行

な
う
べ
き
行
政
で
あ
っ
て
、
過
渡
的
な
特
殊
行
政
で
も
な
け
れ
ば
、

行
政
外
の
行
政
で
も
な
い
。
部
落
差
別
が
現
存
す
る
か
ぎ
り
こ
の

行
政
は
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
「
第
三
部

同
和
対
策
の
具
体
案
」
よ
り
）

（
2
）
　
同
和
対
策
は
給
合
的
計
画
的
に
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
。

し
た
が
っ
て
、
同
和
対
策
は
、
生
活
環
境
の
改
善
、
社
会
福
祉
の

充
実
、
産
業
職
業
の
安
定
、
教
育
文
化
の
向
上
及
び
基
本
的
人
権

の
擁
護
等
を
内
容
と
す
る
総
合
対
策
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
／
以
上
の
諸
施
策
は
、
各
々
そ
の
分
野
に
お
い
て
強
力
に

推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
、
総
合
対
策
と
し
て

統
一
的
に
把
握
さ
れ
、
有
機
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
（
同
上
）

（
3
）
同
和
対
策
の
環
境
改
善
は
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む

た
め
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
、
他
の
諸
施
策
と
相
ま
っ
て
実
施
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
。

同
和
対
策
と
し
て
の
環
境
改
善
対
策
は
、
健
康
で
文
化
的
な
生
活

を
営
む
た
め
、
そ
の
生
活
基
盤
で
あ
る
環
境
を
改
善
し
、
地
域
に

か
ら
む
差
別
的
偏
見
を
な
く
す
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
　
環
境
改

善
対
策
は
、
社
会
福
祉
の
充
実
、
経
済
生
活
の
確
立
お
よ
び
教
育

水
準
の
向
上
な
ど
の
諸
施
策
と
相
ま
っ
て
、
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
住
宅
、
道
路
、
水
道
、
下
水
な
ど
の
基
本
的
な
施
設

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
隣
保
館
、
保
育
所
、
診
療
所
、
集
会
所
、

共
同
浴
場
、
共
同
作
業
場
、
児
童
遊
園
等
の
福
祉
施
設
も
そ
れ
ぞ

れ
の
地
区
の
実
情
に
即
し
て
適
当
に
設
置
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
「
第
三
部
」
の
「
一
環
境
改
善
に
関
す
る
対
策
」
よ
り
）

（
4
）
同
和
問
題
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
一
般
的
な
社
会
福
祉

と
の
関
連
の
も
と
に
同
和
地
区
の
社
会
福
祉
を
位
置
づ
け
、
実

効
あ
る
諸
施
策
を
積
極
的
に
実
施
す
る
必
要
性
を
明
ら
か
に
し

（
3
）

た
点
。地

区
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
問
題
は
、
単
な
る
一
般
的
な
意
味
で

の
社
会
福
祉
で
は
な
く
、
差
別
と
貧
困
が
か
た
く
結
び
つ
い
た
同

和
問
題
と
し
て
の
社
会
福
祉
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
、

部落解放研究Nq1632005．4
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（
中
略
）
　
憲
法
（
第
1
4
条
、
第
2
5
条
）
　
の
条
文
を
現
実
の
社
会
関

係
に
具
現
し
、
対
象
地
区
住
民
の
基
本
的
人
権
を
完
全
に
保
障
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
同
和
問
題
の
根
本
的
解
決
を
実
現
す
る
こ
と
が

究
極
の
目
標
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
　
同
和
問
題
の
特

殊
性
に
か
ん
が
み
、
対
象
地
区
住
民
の
個
人
お
よ
び
集
団
の
諸
問

題
を
社
会
福
祉
の
対
象
と
し
、
一
般
的
な
社
会
福
祉
と
の
関
連
の

下
に
同
和
問
題
と
し
て
の
社
会
福
祉
を
位
置
づ
け
、
実
効
あ
る
諸

施
策
を
積
極
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
（
中
略
）
　
公
的
機
関
を
通
じ

て
対
象
地
区
に
関
す
る
社
会
福
祉
調
査
を
行
な
い
、
国
は
そ
の
調

査
資
料
に
基
づ
く
社
会
福
祉
計
画
を
樹
立
し
、
総
合
的
、
計
画
的

に
所
要
の
諸
施
策
を
実
施
し
て
目
標
の
達
成
に
努
め
る
こ
と
。
（
中

略
）
　
福
祉
事
務
所
、
保
健
所
、
児
童
相
談
所
、
隣
保
館
、
公
民
館

な
ど
の
関
連
諸
機
関
、
施
設
お
よ
び
社
会
福
祉
協
議
会
、
新
生
活

運
動
協
議
会
な
ど
の
ほ
か
、
学
校
、
地
域
団
体
な
ど
を
包
括
す
る

協
議
機
関
、
活
動
組
織
を
設
け
、
対
象
地
区
の
社
会
福
祉
を
積
極

的
に
推
進
す
る
こ
と
。
（
中
略
）
　
既
設
の
隣
保
館
、
公
民
館
、
集

会
所
な
ど
を
、
総
合
的
見
地
に
立
っ
て
拡
充
し
、
そ
の
施
設
の
な

い
地
区
に
は
新
設
し
て
、
欧
米
諸
国
に
み
ら
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
の
ご
と
き
捻
合
的
機
能
を
も
つ
社
会
施
設
を
設
置
す
る

と
と
も
に
、
指
導
的
能
力
あ
る
専
門
職
貞
を
配
置
す
る
こ
と
。
（
「
第

三
部
」
　
の
　
「
二
　
社
会
福
祉
に
関
す
る
対
策
」
よ
り
）

（
5
）
　
同
和
問
題
の
根
本
的
解
決
を
は
か
る
中
心
的
課
題
の
一
つ

と
し
て
、
同
和
地
区
の
経
済
的
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
。

同
和
問
題
の
根
本
的
解
決
を
は
か
る
政
策
の
中
心
的
課
題
の
一
つ

と
し
て
は
、
同
和
地
区
の
産
業
・
職
業
問
題
を
解
決
し
、
地
区
住

民
の
経
済
的
・
文
化
的
水
準
の
向
上
を
保
障
す
る
経
済
的
基
礎
を

確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
（
中
略
）
　
同
和
地
区
の
非
近
代

的
な
社
会
経
済
構
造
を
改
革
し
て
、
近
代
的
な
地
域
社
会
を
建
設

す
る
目
標
の
下
に
、
経
済
開
発
計
画
と
関
連
さ
せ
て
地
区
住
民
の

生
活
、
文
化
、
福
祉
の
向
上
を
は
か
る
諸
施
策
を
積
極
的
に
実
施

し
、
地
区
の
経
済
開
発
を
推
進
す
る
方
向
で
地
区
の
整
備
を
行
な

う
こ
と
。
（
中
略
）
　
こ
の
よ
う
な
地
区
の
停
滞
的
過
剰
人
口
を
良

質
の
労
働
力
と
し
て
育
成
し
て
近
代
産
業
部
門
に
就
労
せ
し
め
る

人
的
能
力
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
新
規
学
卒
の
若
年
労
働

者
に
重
点
を
置
い
て
積
極
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
（
中
略
）
　
求
人

者
側
の
理
解
を
求
め
る
た
め
に
必
要
な
諸
施
策
を
積
極
的
に
行
な

う
と
と
も
に
、
雇
用
の
選
考
基
準
、
採
用
方
針
、
選
考
方
法
な
ど

に
関
す
る
差
別
待
遇
を
根
絶
す
る
た
め
、
職
業
安
定
法
に
基
づ
き

啓
発
と
指
導
を
強
力
に
行
な
う
こ
と
。
（
「
第
三
部
」
　
の
　
「
三
　
産

業
・
職
業
に
関
す
る
対
策
」
よ
り
）

（
6
）
　
同
和
地
区
の
教
育
を
高
め
る
施
策
を
強
力
に
推
進
す
る
と

と
も
に
、
個
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ
合
理
的
精
神
を
尊
重
す
る
教
育

活
動
を
、
全
国
的
に
展
開
す
る
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
点
。
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こ
の
教
育
（
同
和
教
育
の
こ
と
－
引
用
者
）
　
で
は
、
教
育
を
受
け

る
権
利
（
憲
法
第
2
6
条
）
　
お
よ
び
、
教
育
の
機
会
均
等
（
教
育
基

本
法
第
3
条
）
　
に
照
ら
し
て
、
同
和
地
区
の
教
育
を
高
め
る
施
策

を
強
力
に
推
進
す
る
と
と
も
に
個
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ
、
合
理
的

精
神
を
尊
重
す
る
教
育
活
動
が
積
極
的
に
、
全
国
的
に
展
開
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
直
接
関
係
の
な
い
地
方
に
お
い
て
も
啓
蒙

的
教
育
が
積
極
的
に
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）

同
和
教
育
は
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育
、
さ
ら
に
家
庭
教
育
を
ふ

く
め
た
す
べ
て
の
教
育
の
場
で
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
さ
い
と
く
に

必
要
と
な
る
の
は
地
区
と
一
般
地
区
の
別
を
問
わ
ず
、
同
和
問
題

に
関
し
て
深
い
認
識
と
理
解
を
も
つ
指
導
者
の
不
足
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
（
中
略
）
　
地
区
住
民
の
生
活
向
上
、
社
会
の
差
別
意

識
の
撤
廃
等
は
、
そ
の
根
本
は
深
く
、
か
つ
広
い
の
で
、
そ
の
打

開
は
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
。
と
く
に
解
放
の
基
礎
と
な
る
生
活

と
文
化
を
高
め
る
た
め
に
、
指
導
者
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
。

（
「
第
三
部
」
　
の
　
「
四
　
教
育
問
題
に
関
す
る
対
策
」
よ
り
）

（
7
）
　
差
別
に
対
す
る
法
的
規
制
、
差
別
か
ら
保
護
す
る
た
め
の

立
法
措
置
、
人
権
擁
護
械
関
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
見
直
す
必

要
性
を
指
摘
し
た
点
。

「
差
別
事
象
」
に
対
す
る
法
的
規
制
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
「
差

別
」
　
の
実
態
お
よ
び
そ
れ
が
被
差
別
者
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て

の
一
般
の
認
識
も
稀
薄
と
な
り
、
「
差
別
」
そ
れ
自
体
が
重
大
な

社
会
悪
で
あ
る
こ
と
を
看
過
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
（
中
略
）

基
本
的
人
権
の
擁
護
を
法
務
省
の
一
内
局
で
あ
る
人
権
擁
護
局
の

所
管
事
務
と
し
、
し
か
も
民
事
行
政
を
主
筆
す
る
法
務
局
お
よ
び

地
方
法
務
局
に
現
場
事
務
を
取
扱
わ
せ
て
い
る
現
在
の
横
構
は
再

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
中
略
）
　
差
別
事
件
の
実
態
を
ま
ず
把

捉
し
、
差
別
が
ゆ
る
し
が
た
い
社
会
悪
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
。
（
中
略
）
　
差
別
に
対
す
る
法
的
規
制
、
差
別
か
ら
保

護
す
る
た
め
の
必
要
な
立
法
措
置
を
講
じ
、
司
法
的
に
救
済
す
る

道
を
拡
大
す
る
こ
と
。
（
中
略
）
　
人
権
擁
護
機
関
の
活
動
を
促
進

す
る
た
め
、
根
本
的
に
は
人
権
擁
護
機
関
の
位
置
、
組
織
、
構
成
、

人
権
擁
護
委
員
に
関
す
る
事
項
等
、
国
家
と
し
て
研
究
考
慮
し
、

新
た
に
機
構
の
再
編
成
を
な
す
こ
と
　
（
「
第
三
部
」
　
の
「
五
　
人

権
問
題
に
関
す
る
対
策
」
よ
り
）

4
　
「
結
語
」
で
評
価
・
継
承
で
き
る
点

「
答
申
」
　
の
「
結
語
」
　
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
踏
ま
え
、

国
の
今
後
の
基
本
課
題
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
、
評
価

で
き
今
後
活
用
で
き
る
の
は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

（
1
）
　
国
の
政
治
課
題
と
し
て
の
同
和
対
策
を
政
策
の
中
に
明
確

に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
同
和
対
策
と
し
て
の
行
政
施
策
の

目
標
を
正
し
く
方
向
付
け
る
必
要
性
を
明
確
に
し
た
点
。

同
和
問
題
の
根
本
的
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、
以
上
に
述
べ
た
認
識

部落解放研究Nd632005．4
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に
立
脚
し
、
′
そ
の
具
体
案
を
強
力
か
つ
す
み
や
か
に
実
施
に
移
す

こ
と
が
国
の
責
務
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
の
政
治
的
課
題
と
し

て
の
同
和
対
策
を
政
策
の
な
か
に
明
確
に
位
置
づ
け
る
と
と
も

に
、
同
和
対
策
と
し
て
の
行
政
施
策
の
目
標
を
正
し
く
方
向
づ
け

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
2
）
　
長
期
的
な
展
望
の
も
と
に
総
合
計
画
を
策
定
し
、
具
体
的

年
次
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
点
。

同
和
問
題
の
根
本
的
解
決
と
同
和
対
策
の
効
率
的
な
実
施
の
た
め

に
は
、
長
期
的
展
望
の
下
に
、
総
合
計
画
を
策
定
し
、
環
境
改
善
、

産
業
、
職
業
、
教
育
な
ど
の
各
面
に
わ
た
る
具
体
的
年
次
計
画
を

樹
立
す
る
こ
と
。

三
　
「
同
対
審
答
申
」
　
の
問
題
点
、
時
代
的
限
界

以
上
、
「
答
申
」
　
の
評
価
で
き
る
点
、
今
後
と
も
活
用
で
き
る

点
を
具
体
的
に
引
用
し
紹
介
し
て
き
た
が
、
「
答
申
」
　
に
は
問
題

点
や
時
代
的
限
界
も
あ
る
。
例
え
ば
、
現
在
問
題
に
な
っ
て
い
る

部
落
差
別
の
現
状
認
識
、
「
特
別
措
置
法
」
以
降
の
部
落
差
別
撤

廃
の
方
向
、
国
際
的
な
差
別
撤
廃
の
潮
流
、
地
方
分
権
に
向
け
た

動
向
、
他
の
差
別
や
周
辺
地
域
と
の
関
連
、
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ

く
り
、
N
G
O
や
N
P
O
の
役
割
の
増
大
等
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
部
落
差
別
の
撤
廃
に
と
っ
て
重
要
な
新
た
な
こ
れ
ら
の

動
向
に
、
以
下
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

－
　
部
落
解
放
基
本
法
案
と
「
人
権
教
育
・
啓
発
推
進
法
」

一
九
八
五
年
五
月
、
部
落
解
放
基
本
法
制
定
要
求
国
民
運
動
中

央
実
行
委
員
会
か
ら
「
部
落
解
放
基
本
法
案
」
（
「
基
本
法
案
」
と
略
）

が
公
表
さ
れ
、
そ
の
制
定
を
求
め
た
運
動
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
一
連
の
　
「
特
別
措
置
法
」
　
に
基
づ
く
部
落
差
別
撤

廃
に
向
け
た
取
り
組
み
の
限
界
を
反
省
し
、
「
同
対
審
答
申
」
　
の

基
本
精
神
に
立
ち
返
り
、
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
基
本

法
案
」
に
は
、
①
部
落
問
題
解
決
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
「
宣

言
法
的
部
分
」
、
②
部
落
差
別
の
劣
悪
な
実
態
を
改
善
し
て
い
く

た
め
の
「
事
業
法
的
部
分
」
、
③
差
別
意
識
を
払
拭
す
る
た
め
の
「
教

育
・
啓
発
法
的
部
分
」
、
④
悪
質
な
差
別
を
規
制
し
、
被
害
者
を

救
済
す
る
た
め
の
　
「
規
制
・
救
済
法
的
部
分
」
、
⑤
部
落
差
別
を

撤
廃
す
る
た
め
に
各
方
面
か
ら
参
画
を
得
た
審
議
会
等
を
設
置
す

る
た
め
の
　
「
組
織
法
的
部
分
」
、
の
五
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
た
。

「
基
本
法
案
」
が
公
表
さ
れ
て
、
や
が
て
二
〇
年
に
な
る
が
、
「
基

本
法
」
そ
の
も
の
は
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
六
日
、
「
人
権
教
育
お
よ
び
人
権
啓
発
の
推

進
に
関
す
る
法
律
」
（
「
人
権
教
育
・
啓
発
推
進
法
」
と
略
）
が
公
布
・

施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
「
基
本
法
案
」
の
「
教
育
・
啓
発
法
部
分
」



「同対審答申」40年と部落差別の撤廃11

が
人
権
と
い
う
広
が
り
を
伴
っ
て
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

法
律
は
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
別
と
人
権
侵

害
の
撤
廃
を
目
的
と
し
、
学
校
、
地
域
、
家
庭
、
職
域
を
は
じ
め

あ
ら
ゆ
る
場
で
の
人
権
教
育
・
啓
発
の
推
進
、
人
権
尊
重
の
理
念

の
理
解
の
み
な
ら
ず
体
得
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
法
律
が
、

国
、
自
治
体
、
国
民
の
責
務
を
定
め
、
と
り
わ
け
国
や
自
治
体
に

「
人
権
教
育
・
啓
発
基
本
計
画
」
　
の
策
定
と
「
年
次
報
告
」
　
の
提

出
を
求
め
て
い
る
点
は
、
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

現
在
「
人
権
侵
害
救
済
法
」
　
（
仮
称
）
　
制
定
が
目
指
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
「
基
本
法
案
」
　
の
　
「
規
制
・
救
済
法
的
部
分
」

の
実
現
を
求
め
た
取
り
組
み
で
あ
る
。
な
お
「
基
本
法
案
」
　
の
と

り
ま
と
め
に
あ
た
っ
て
は
、
後
に
ふ
れ
る
人
種
差
別
撤
廃
条
約
に

代
表
さ
れ
る
差
別
撤
廃
の
国
際
的
な
潮
流
が
参
考
に
さ
れ
た
。

2
一
九
九
六
年
五
月
地
域
改
善
対
策
協
議
会
意
見
具
申

「
特
別
措
置
法
」
　
の
終
了
を
見
越
し
て
、
一
九
九
六
年
五
月
二

六
日
、
地
域
改
善
対
策
協
議
会
か
ら
「
同
和
問
題
の
早
期
解
決
に

向
け
た
今
後
の
方
策
の
基
本
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
」
と
遷
し
た

意
見
具
申
（
以
下
「
地
対
協
意
見
具
申
」
ま
た
は
「
意
見
具
申
」
と
略
）

が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
「
同
対
審
答
申
」
以
降
に
出
さ
れ
た
一

連
の
意
見
具
申
の
な
か
で
も
最
も
重
要
な
も
の
で
、
ニ
ー
世
紀
の

前
半
に
お
け
る
部
落
差
別
の
撤
廃
を
考
え
る
際
の
基
本
文
書
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
「
一
同
和
問
題
に
関
す
る
基
本
認
識
」
　
で
は
、

①
改
善
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
部
落
差
別
は
依
然
存
在
し
て
お
り

重
要
な
社
会
問
題
で
あ
る
こ
と
、
②
部
落
差
別
を
は
じ
め
と
す
る

日
本
に
存
在
し
て
い
る
人
権
問
題
の
解
決
は
国
際
的
な
責
務
で
あ

る
こ
と
、
③
「
同
対
審
答
申
」
　
の
基
本
精
神
を
引
き
継
ぎ
、
今
後

と
も
国
、
自
治
体
、
国
民
が
主
体
的
に
部
落
差
別
の
撤
廃
に
向
け

て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
④
部
落
差
別
撤
廃
へ
の

今
後
の
取
り
組
み
を
他
の
人
権
問
題
の
解
決
と
結
び
つ
け
て
い
く

新
た
な
方
向
性
を
持
つ
こ
と
、
等
を
提
起
し
た
。

そ
し
て
、
部
落
差
別
撤
廃
に
向
け
て
残
さ
れ
た
基
本
的
な
課
題

と
し
て
「
意
見
具
申
」
は
、
「
実
態
調
査
の
結
果
か
ら
み
て
、
こ

れ
ま
で
の
対
策
は
生
活
環
境
の
改
善
を
は
じ
め
と
す
る
物
的
な
基

盤
整
備
が
お
お
む
ね
完
了
す
る
な
ど
着
実
に
成
果
を
あ
げ
、
様
々

な
面
で
存
在
し
て
い
た
較
差
は
大
き
く
改
善
さ
れ
た
。
／
し
か
し
、

高
等
学
校
や
大
学
へ
の
進
学
率
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
教
育
の
問

題
、
こ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
不
安
定
就
労
の
問
題
、
産
業
面
の

問
題
な
ど
、
較
差
が
な
お
存
在
し
て
い
る
分
野
が
み
ら
れ
る
。
差

別
意
識
は
着
実
に
解
消
に
向
け
て
進
ん
で
い
る
も
の
の
結
婚
問
題

を
中
心
に
依
然
と
し
て
根
深
く
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
人
権
侵

害
が
生
じ
て
い
る
状
況
も
み
ら
れ
、
そ
の
際
の
人
権
擁
護
機
関
の

対
応
は
な
お
十
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
」
　
（
「
二
　
同
和
問
題
解

決
へ
の
取
組
み
の
経
緯
と
現
状
」
　
の
「
0
現
状
と
課
題
」
よ
り
）
　
と

部落解放研究恥1632005，4
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指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
特
別
措
置
法
」
期
限
後
に
つ
い
て
、
部
落
差
別
が

存
在
す
る
限
り
同
和
行
政
を
堆
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、

具
体
的
に
は
一
般
施
策
を
活
用
し
て
残
さ
れ
た
課
題
に
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
「
同
対
審
答
申
は
、
『
部
落
差
別
が

現
存
す
る
か
ぎ
り
こ
の
行
政
は
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
』
　
と
指
摘
し
て
お
り
、
特
別
対
策
の
終
了
、
す
な
わ
ち
一

般
対
策
へ
の
移
行
が
、
同
和
問
題
の
早
期
解
決
を
目
指
す
取
り
組

み
の
放
棄
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一
般
対
策
移
行
後
は
、
従
来
に
も
増
し
て
、
行
政
が
基
本
的
人
権

の
尊
重
と
い
う
目
標
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
、
一
部
に
立
ち
遅
れ

の
あ
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
地
域
の
状
況
や
事
業
の
必

要
性
の
的
確
な
把
握
に
努
め
、
真
撃
に
施
策
を
実
施
し
て
い
く
主

体
的
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
」
　
（
「
三
　
同
和
問
題
解
決
へ
の
展
望

（
二
）
今
後
の
施
策
の
基
本
的
な
方
向
」
よ
り
）
　
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
他
、
残
さ
れ
た
部
落
差
別
の
撤
廃
と
他
の
人
権
問
題
解
決

と
結
び
つ
け
て
い
く
立
場
か
ら
「
四
　
今
後
の
重
点
施
策
の
方
向
」

の
　
「
目
差
別
意
識
の
解
消
に
向
け
た
教
育
及
び
啓
発
の
推
進
」
　
で

は
、
こ
れ
ま
で
の
同
和
教
育
の
成
果
を
踏
ま
え
人
権
教
育
へ
と
発

展
さ
せ
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
「
今
後
、
差
別
意
識
の

解
消
を
図
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
同
和
教
育
や
啓
発
活

動
の
中
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
成
果
と
こ
れ
ま
で
の
手
法
へ
の

評
価
を
踏
ま
え
、
す
べ
て
の
人
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
し
て
い
く

た
め
の
人
権
教
育
、
人
権
啓
発
と
し
て
発
展
的
に
再
構
築
す
べ
き

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
同
和
問
題
を
人
権
問
題
の
重
要
な

柱
と
し
て
捉
え
、
こ
の
間
題
に
固
有
の
経
緯
等
を
十
分
に
認
識
し

つ
つ
、
国
際
的
な
潮
流
と
そ
の
取
組
み
を
踏
ま
え
て
積
極
的
に
推

進
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同
「
目
地
域
改
善

対
策
特
定
事
業
の
一
般
対
策
へ
の
円
滑
な
移
行
」
で
は
、
隣
保
館

の
今
後
の
位
置
付
け
と
し
て
、
従
来
の
地
区
住
民
の
自
立
支
援
セ

ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
に
加
え
、
周
辺
地
域
住
民
と
の
交
流
や
啓

発
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
新
た
な
機
能
を
も
つ
必
要
が
あ
る
と
し

て
、
「
社
会
福
祉
の
分
野
に
お
い
て
は
、
隣
保
館
に
つ
い
て
、
周

辺
地
域
を
含
め
た
地
域
社
会
全
体
の
中
で
、
福
祉
の
向
上
や
人
権

啓
発
の
住
民
交
流
の
拠
点
と
な
る
開
か
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
と
し
て
、
今
後
一
層
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

地
域
の
実
態
把
握
や
住
民
相
談
と
い
っ
た
基
本
的
な
機
能
に
加

え
、
教
養
文
化
活
動
の
充
実
や
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ

と
の
連
携
な
ど
地
域
社
会
に
密
着
し
た
総
合
的
な
活
動
を
展
開

し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
活
動
を
通
じ
て
日
常
生
活
に
根
ざ
し
た
啓

発
活
動
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

3
　
国
際
的
な
差
別
撤
廃
の
潮
流

「
同
対
審
答
申
」
以
降
、
日
本
は
、
国
連
が
採
択
し
た
人
権
関
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係
条
約
を
相
次
い
で
締
結
し
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
九

年
六
月
に
は
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約

（
「
自
由
権
規
約
」
）
と
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す

る
国
際
規
約
　
（
「
社
会
権
規
約
」
）
　
を
批
准
し
て
い
る
。
ま
た
、
一

九
八
五
年
六
月
に
は
、
女
子
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
の

撤
廃
に
関
す
る
条
約
　
（
「
女
性
差
別
撤
廃
条
約
」
）
　
を
、
一
九
九
四

年
四
月
に
は
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
「
子
ど
も
の
権
利
条

約
」
）
を
批
准
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
九
五
年
一
二
月
に
は
、

あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
の
撤
廃
に
関
す
る
国
際
条
約
（
「
人

種
差
別
撤
廃
条
約
」
）
　
に
加
入
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
約
は
締
約

国
に
対
し
、
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
、
国
内
で
の
条
約
の
実
施
状

況
に
関
す
る
政
府
報
告
書
を
国
連
に
定
期
的
に
提
出
す
る
こ
と
を

義
務
づ
け
て
い
る
。
国
連
に
提
出
さ
れ
た
政
府
報
告
書
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
条
約
等
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
条
約
監
視
委
貞
会
で
審
査

さ
れ
、
勧
告
を
伴
っ
た
最
終
所
見
が
採
択
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
勧
告
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
部
落
差

別
の
撤
廃
を
求
め
た
段
落
が
含
ま
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
は
、
二
〇
〇
五
年
一
月
現
在
、

一
七
〇
カ
国
も
の
締
約
国
を
み
て
い
る
極
め
て
重
要
な
条
約
で
、

差
別
を
撤
廃
し
て
い
く
た
め
の
最
低
限
の
方
策
と
し
て
、
①
差
別

は
犯
罪
で
あ
り
、
法
律
で
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
（
例
え
ば

第
四
条
）
、
②
差
別
を
受
け
た
被
害
者
を
効
果
的
に
救
済
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（
第
六
条
）
、
③
差
別
さ
れ
て
い
る
人
び
と
が
劣

悪
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
、
特
別
の
施
策
を
実
施
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、
目
的
が
達

成
さ
れ
た
な
ら
ば
、
特
別
の
施
策
は
廃
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
（
第

二
条
）
、
④
差
別
観
念
は
、
教
育
、
文
化
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ

っ
て
払
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
七
条
）
、
⑤
違
い
を
認
め

連
帯
を
奨
励
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
条
、
七
条
）
、
の
五
点

を
盛
り
こ
ん
で
い
る
。
差
別
撤
廃
に
向
け
た
こ
れ
ら
五
方
策
は
、

「
同
対
審
答
申
」
が
部
落
差
別
撤
廃
の
た
め
に
求
め
て
い
る
基
本

方
策
と
同
一
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
条
約
第
一
条
に
盛
り
こ
ま

れ
て
い
る
「
世
系
（
d
e
s
c
e
ロ
【
）
」
に
関
す
る
一
般
的
討
議
を
行
い
、

二
〇
〇
二
年
八
月
二
一
日
、
「
世
系
に
基
、
づ
く
差
別
に
関
す
る
一

般
的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告
2
9
」
を
採
択
し
て
い
る
が
、
そ
の
な

か
で
、
「
締
約
国
に
対
し
て
、
自
国
の
特
定
の
諸
状
況
の
下
で
適

当
な
以
下
の
措
置
の
す
べ
て
又
は
い
く
つ
か
の
も
の
を
採
用
す
る

よ
う
勧
告
す
る
」
と
し
て
、
四
八
項
目
に
お
よ
ぶ
措
置
を
列
挙
し

て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
「
l

q
世
系
に
基
づ
く
差
別
の
現
状
に
つ
い

て
定
期
的
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
世
系
を
共
有
す
る

集
団
の
地
理
的
分
布
並
び
に
経
済
的
及
び
社
会
的
状
況
に
関
し

て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
含
め
て
、
委
員
会
に
提
出
す
る
自
国

の
報
告
書
の
な
か
で
細
分
化
し
た
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
」
、

部落解放研究NG1632005．4
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「
19
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
媒
介
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
、

当
該
集
団
に
対
す
る
差
別
又
は
暴
力
の
す
べ
て
の
扇
動
に
対
す
る

厳
格
な
措
置
を
と
る
こ
と
」
、
「
鱒
メ
デ
ィ
ア
に
従
事
す
る
者
に

対
し
て
、
世
系
に
基
づ
く
差
別
の
性
格
及
び
発
生
状
況
に
関
す
る

自
覚
を
促
進
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
」
、
「
挙
世
系
を
共
有
す
る

集
団
に
み
ら
れ
る
貧
困
を
根
絶
し
、
及
び
、
当
該
集
団
の
社
会
的

排
除
又
は
周
縁
化
と
闘
う
た
め
の
実
質
的
か
つ
効
果
的
な
措
置
を

と
る
こ
と
」
な
ど
、
今
後
の
部
落
差
別
撤
廃
に
と
っ
て
参
考
に
な

る
重
要
な
措
置
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
他
、
国
連
人
権
促
進
保
護
小
委
員
会
は
、
二
〇
〇
〇
年
八

月
に
「
職
業
と
世
系
に
基
づ
く
差
別
に
関
す
る
決
議
」
を
採
択
し

て
以
降
、
日
本
の
部
落
差
別
、
イ
ン
ド
等
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ダ

リ
ッ
ト
に
対
す
る
差
別
、
さ
ら
に
は
近
年
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た

ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
同
様
の
差
別
を
撤
廃
す
る
取
り
組
み
を
積
み

重
ね
、
こ
れ
ら
の
撤
廃
の
た
め
の
原
則
と
指
針
の
と
り
ま
と
め
を

目
指
し
て
い
る
点
も
、
今
後
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

4
地
方
分
権
、
人
権
条
例
、
人
権
の
ま
ち
づ
く
り

二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら
「
地
方
分
権
一
括
法
」
が
施
行
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
結
果
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
が
法
的
に
は
対
等

の
存
在
と
な
り
、
明
治
維
新
以
降
一
三
〇
余
年
続
い
て
き
た
中
央

集
権
・
上
意
下
達
型
の
国
の
仕
組
み
が
、
地
方
分
権
・
切
瑳
琢
磨

型
に
大
き
く
転
換
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
的
な
転

換
は
、
今
後
の
部
落
差
別
の
撤
廃
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
「
同
対
審
答
申
」
や
「
地
対
協
意
見
具
申
」

の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
転
換
は
想
定
し
て
い
な

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

部
落
差
別
の
撤
廃
に
つ
い
て
、
従
来
、
国
が
圧
倒
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
都
道
府
県
や
市
町
村
も
、
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
点

で
は
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
時
点
で
、
部
落
差
別
を
は
じ
め
あ
ら

ゆ
る
差
別
の
撤
廃
を
求
め
た
条
例
や
、
人
権
尊
重
の
社
会
づ
く
り

条
例
が
七
人
〇
余
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
意
義

を
も
っ
て
き
て
い
る
。
今
後
、
ま
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
い
自
治
体

で
は
、
こ
れ
ら
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
、
条
例
が
制
定
さ
れ
て

い
る
自
治
体
で
は
、
条
例
に
基
づ
く
審
議
会
を
開
催
し
て
答
申
を

得
、
答
申
を
受
け
た
基
本
方
針
、
基
本
計
画
、
年
次
計
画
を
策
定

し
具
体
化
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
基
本
計
画
や

年
次
計
画
を
定
期
的
に
評
価
し
、
基
本
計
画
や
年
次
計
画
を
修
正

し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

部
落
差
別
が
、
す
ぐ
れ
て
地
域
に
対
す
る
差
別
で
あ
る
と
い
う

特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
三
三
年
間
に
及
ぶ
　
「
特

別
措
置
法
」
に
基
づ
く
施
策
に
対
し
て
「
ね
た
み
差
別
」
が
生
じ

て
き
て
い
る
と
い
う
問
題
を
考
慮
し
た
と
き
、
上
記
条
例
の
具
体
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化
と
し
て
、
部
落
を
含
む
小
学
校
区
全
体
を
人
権
が
尊
重
さ
れ
た

ま
ち
に
つ
く
り
か
え
て
い
く
「
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
」
　
の
取
り
組

み
が
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

な
お
、
国
と
自
治
体
の
深
刻
な
財
政
難
に
鑑
み
て
、
今
後
の
部

落
差
別
の
撤
廃
に
あ
た
っ
て
は
、
国
、
自
治
体
、
企
業
、
民
間
の

N
P
O
や
N
G
O
が
協
働
し
て
い
く
視
点
を
も
つ
必
要
が
あ
る
。

四
　
今
後
の
課
題

「
同
対
審
答
申
」
　
四
〇
年
を
迎
え
た
今
日
、
部
落
差
別
撤
廃
に

向
け
た
今
後
の
課
題
を
最
後
に
列
挙
し
て
お
く
。

（
1
）
　
そ
れ
ぞ
れ
の
部
落
ご
と
に
部
落
差
別
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
、
要
求
白
書
を
作
成
す
る
こ
と
、
そ
の
際
、
当
該
部
落
を
含

む
小
学
校
区
全
体
を
人
権
が
尊
重
さ
れ
た
ま
ち
に
し
て
い
く
た

め
の
要
求
白
書
と
結
合
し
、
当
該
自
治
体
に
対
し
て
要
求
を
し

て
い
く
こ
と
。
な
お
、
要
求
自
書
の
内
容
は
、
生
活
環
境
の
改

善
、
社
会
福
祉
の
充
実
、
産
業
職
業
の
安
定
、
教
育
文
化
の
向

上
、
人
権
擁
護
等
を
含
む
給
合
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
2
）
市
町
村
、
都
道
府
県
に
お
い
て
人
権
尊
重
の
社
会
づ
く
り

条
例
を
制
定
し
、
基
本
方
針
、
基
本
計
画
、
年
次
計
画
の
策
定
、

捻
合
的
な
施
策
の
実
施
を
求
め
て
い
く
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
た

め
の
体
制
の
整
備
を
求
め
て
い
く
こ
と
。
そ
の
際
、
重
要
課
題

と
し
て
部
落
差
別
の
撤
廃
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
。

（
3
）
　
「
人
権
教
育
・
啓
発
推
進
法
」
を
活
用
し
、
国
は
も
と
よ

り
す
べ
て
の
自
治
体
で
　
「
人
権
教
育
・
啓
発
基
本
計
画
」
策
定

と
年
次
報
告
の
提
出
を
求
め
て
い
く
こ
と
。
そ
の
際
、
二
〇
〇

五
年
一
月
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
　
「
人
権
教
育
の
た
め
の
世
界

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
結
合
し
た
取
り
組
み
を
求
め
て
い
く
こ
と
。

（
4
）
国
に
対
し
て
、
以
下
の
諸
点
を
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

①
部
落
差
別
の
撤
廃
を
国
政
の
重
要
課
題
と
し
て
明
確
に
位
置

づ
け
る
こ
と
。

②
今
日
な
お
未
整
備
な
部
落
差
別
に
対
す
る
法
的
規
制
、
被
害

者
の
効
果
的
な
救
済
の
た
め
の
法
整
備
を
行
う
こ
と
。
こ
の

た
め
、
「
人
権
侵
害
救
済
法
」
　
（
仮
称
）
　
を
早
期
に
制
定
す
る

こ
と
。

③
部
落
差
別
の
今
日
的
な
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
調
査

を
実
施
す
る
こ
と
、
審
議
会
を
設
置
し
今
後
の
部
落
差
別
撤

廃
の
た
め
の
答
申
を
得
る
こ
と
、
こ
れ
を
受
け
て
基
本
方
針
、

基
本
計
画
、
年
次
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
を
推
進

す
る
た
め
の
総
合
調
整
、
企
画
立
案
機
能
を
も
っ
た
セ
ク
シ

ョ
ン
を
内
閣
府
に
設
置
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
を
推
進
し
て
い

く
た
め
の
根
拠
と
な
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
。

④
人
種
差
別
撤
廃
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
国
内
法
整
備
を
求

め
て
い
く
こ
と
。
そ
の
際
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
批
准
を

部落解放研究N81632（犯5．4
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受
け
て
「
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
」
が
制
定
さ
れ
た
こ

と
を
参
考
に
す
る
よ
う
求
め
て
い
く
こ
と
。

（
5
）
　
部
落
差
別
の
撤
廃
を
真
の
意
味
で
国
民
的
な
課
題
と
し
て

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
。
こ
の
た
め
、
国
や
自
治
体
の
み
で
な

く
、
企
業
や
宗
教
、
文
化
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分

野
で
も
部
落
差
別
の
撤
廃
に
取
り
組
む
体
制
を
拡
充
し
、
計
画

的
な
取
り
組
み
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
。

（
6
）
部
落
差
別
を
支
え
て
い
る
歴
史
的
社
会
的
条
件
を
変
革
し

て
い
く
こ
と
。
そ
の
一
環
と
し
て
戸
籍
制
度
の
廃
止
も
含
め
て

抜
本
的
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
。

（
7
）
　
部
落
差
別
の
撤
廃
に
向
け
て
、
民
間
の
運
動
団
体
や
N
P

O
の
果
た
す
役
割
を
重
視
し
て
い
く
こ
と
。

注（
1
）
　
「
同
対
審
答
申
」
　
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
大
賀
正
行
『
人
権
ブ
ッ

ク
レ
ッ
ト
8
　
「
同
対
審
」
答
申
の
意
義
と
今
日
』
（
解
放
出
版
社
、

一
九
八
八
年
）
　
が
あ
る
。

（
2
）
　
従
来
「
答
申
」
は
、
部
落
差
別
を
実
態
的
差
別
と
心
理
的
差
別

に
分
類
し
、
両
者
が
相
互
に
影
響
し
合
い
悪
循
環
を
く
り
返
し
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
の
み
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
「
答
申
」

が
歴
史
的
社
会
的
根
拠
に
も
ふ
れ
て
い
る
点
は
、
あ
ら
た
め
て
注

目
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
家
父
長
制
的
な
家
族
関
係
、

家
柄
や
家
格
は
、
今
な
お
日
本
社
会
で
隠
然
と
し
た
影
響
を
及
ぼ

し
て
お
り
、
そ
の
制
度
的
な
根
拠
と
し
て
戸
籍
制
度
が
あ
る
点
は
、

今
後
本
格
的
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
3
）
　
「
答
申
」
の
「
社
会
福
祉
に
関
す
る
対
策
」
で
は
、
特
に
、
社
会

福
祉
調
査
を
行
い
社
会
福
祉
計
画
を
樹
立
し
、
総
合
的
t
計
画
的

な
諸
施
策
の
実
施
を
求
め
て
い
た
点
、
ま
た
、
関
係
機
関
や
関
係

運
動
団
体
の
参
画
を
得
た
協
議
機
関
こ
活
動
組
織
を
設
置
す
る
必

要
性
を
指
摘
し
て
い
た
点
は
、
今
日
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

（
4
）
　
例
え
ば
、
日
本
政
府
か
ら
出
さ
れ
た
自
由
権
規
約
に
関
す
る
第

四
回
目
の
報
告
書
を
審
査
し
、
一
九
九
八
年
一
一
月
五
日
に
採
択

さ
れ
た
自
由
権
規
約
委
員
会
の
最
終
所
見
に
は
、
「
同
和
問
題
に

関
し
て
委
員
会
は
、
教
育
、
収
入
、
そ
し
て
効
果
的
な
救
済
制
度

に
閲
し
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
部
落
の
人
び
と
に
対
す
る
差
別

が
存
続
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
締
約
国
が
認
め
た
こ
と
を
是
認

す
る
。
締
約
国
が
そ
の
よ
う
な
差
別
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の
措
置

を
と
る
こ
と
を
委
貞
会
は
勧
告
す
る
」
　
（
1
5
段
落
）
　
と
の
勧
告
が

盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
政
府
か
ら
出
さ
れ
た
裔
一
、

二
回
報
告
書
を
審
査
し
た
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
二
〇
〇
一

年
三
月
二
〇
日
、
最
終
所
見
を
採
択
し
、
「
条
約
第
一
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
人
種
差
別
の
定
義
の
解
釈
に
関
し
て
、
委
員
会
は
、

締
約
国
と
は
反
対
に
、
『
世
系
（
d
e
s
c
e
ロ
t
）
』
　
と
い
う
文
言
が
独

自
の
意
味
を
持
ち
、
人
種
や
種
族
的
出
身
、
民
族
出
身
と
混
同
さ
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、
．
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
委
員
会
は
締
約
国

に
対
し
て
、
部
落
の
人
び
と
を
含
む
す
べ
て
の
集
団
に
、
差
別
に

対
す
る
保
護
な
ら
び
に
条
約
第
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
市
民

的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
お
よ
び
文
化
的
権
利
の
完
全
な

享
受
を
確
保
す
る
よ
う
勧
告
す
る
」
　
（
8
段
落
）
と
し
て
い
る
。

（
5
）
　
ち
な
み
に
、
「
同
対
審
答
申
」
は
一
九
六
五
年
八
月
に
出
さ
れ
て

い
る
が
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
も
一
九
六
五
年
一
二
月
と
、
同
じ

年
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
「
世
系
に
基
づ
く
差
別
に
関
す
る
一
般
的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告

2
9
」
　
に
つ
い
て
は
、
村
上
正
直
「
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
に
お
け

る
　
『
世
系
差
別
』
　
に
関
す
る
協
議
と
勧
告
」
　
（
『
部
落
解
放
研
究
』

第
一
四
九
号
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）
参
照
。

（
7
）
国
連
と
部
落
問
題
に
つ
い
て
は
、
友
永
健
三
「
国
連
と
部
落
問
題
」

（
『
部
落
解
放
研
究
』
第
一
五
五
号
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
）
、
ま
た
、

部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
が
国
連
に
提
出
し
た
「
『
職
業
と
世
系

に
基
づ
く
差
別
』
を
撤
廃
す
る
た
め
の
原
則
と
指
針
の
策
定
に
向

け
た
提
言
」
　
に
つ
い
て
は
、
『
部
落
解
放
』
　
五
三
二
号
（
二
〇
〇

四
年
四
月
）
　
参
照
。

（
8
）
　
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
編
『
地
域
に
根
ざ
す
人
権
条
例
　
人

を
つ
な
げ
る
ま
ち
づ
く
り
』
（
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
9
）
　
『
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
編
集
委
員
会
編
『
人
権

の
ま
ち
づ
く
り
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
　
（
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

参
照
。

（
10
）
「
特
別
措
置
法
」
後
の
人
権
・
同
和
行
政
の
方
向
に
つ
い
て
論
じ

た
も
の
と
し
て
は
、
炭
谷
茂
「
特
措
法
後
の
人
権
同
和
行
政
序
論

1
基
本
的
哲
学
と
方
向
の
考
察
」
（
『
部
落
解
放
研
究
』
第
一
五
一

号
、
二
〇
〇
三
年
四
月
）
、
高
野
真
澄
三
特
措
法
』
後
の
同
和
行

政
と
人
権
行
政
の
あ
り
方
」
（
『
部
落
解
放
研
究
』
第
一
五
七
号
、

二
〇
〇
四
年
四
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
u
）
部
落
解
放
■
人
権
研
究
所
編
『
人
権
文
化
を
み
ん
な
の
手
に
「
人

権
教
育
の
た
め
の
世
界
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
ス
タ
ー
ト
』
（
解
放
出
版
社
、

二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
12
）
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
国
と
都
道
府
県

に
、
男
女
共
同
参
画
審
議
会
が
設
置
さ
れ
、
男
女
共
同
参
画
社
会

を
実
現
し
て
い
く
た
め
の
捻
合
的
な
計
画
の
策
定
が
義
務
づ
け
ら

れ
、
内
閣
府
に
男
女
共
同
参
画
局
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
を
参
考

に
し
て
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
を
実
施
し
て
い
く
国
内
法
と
し
て

「
社
会
的
差
別
撤
廃
基
本
法
」
（
仮
称
）
を
制
定
し
、
国
と
都
道
府

県
に
審
議
会
を
設
置
し
、
絵
合
計
画
の
策
定
を
義
務
づ
け
、
内
閣

府
に
社
会
的
差
別
撤
廃
局
を
設
置
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
13
）
戸
籍
制
度
と
人
権
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
宮
周
乎
『
人
権
ブ

ッ
ク
レ
ッ
ト
4

8
戸
籍
と
人
権
』
（
解
放
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）

参
照
。
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